
富山市センサーネットワークを利活用した実証実験公募要領 

 

 

富山市センサーネットワークを利活用した実証実験公募要領（以下「本要領」という）は、富

山市センサーネットワークを利活用した実証実験公募（以下「本公募」という）を実施するため

に必要な事項を定めるものである。 

 

1. 公募概要 

(1) 公募名 

富山市センサーネットワークを利活用した実証実験公募 

(2) 目的 

富山市が構築した富山市センサーネットワークを実証フィールドとして提供すること

で、富山市におけるＩｏＴ技術の発展と、これによる産業創出や豊かな暮らしの実現を

目的として公募を行うものである。 

(3) 公募対象 

富山市センサーネットワークを利活用した実証実験を希望する国内の民間企業並び

に大学等研究機関（以下「事業者」という）。 

 

2. 公募スケジュール 

 

3. 公募への申し込みについて 

(1) 申込方法 

下記a)～ｃ）の必要書類を富山市企画管理部スマートシティ推進課へ提出すること。 

a） 参加申込書兼誓約書（様式１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部 

b） 法人の登記事項証明書（全部事項証明書）（写し可）・・・・・・・・・・・1 部 

※大学等研究機関の場合は不要 

c） 実証実験計画書（様式２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部 

(2) 募集期間 

令和8年5月29日（金）～令和9年2月26日（金） 

(3) 提出方法 

Ｅ-mail、郵送又は持参により提出すること。持参による提出は、土曜、日曜、祝日を除

 内容 期日

 募集開始 令和 8 年 5 月 29 日（金）

 実証実験環境の提供終了 令和 9 年 2 月 26 日（金）

 実証実験結果報告書類の提出 令和 9 年 2 月 26 日（金）

 実証実験結果の公表 令和 9 年 3 月上旬（予定）



く平日の８時３０分から１７時までとする。なお、a）実証実験計画書については上記の

提出に加えて、Word等の改変可能な形式のファイルのものをＥ-mailまたはCD-Rによ

ることとする。 

複数事業者による実証実験を行う場合は、代表事業者を定めるとともに、関係する全て

の事業者においてa)、b)を用意し、代表事業者がc)と併せて取りまとめの上、提出するこ

と。 

(4) 提出先 

〒930-8510 富山県富山市新桜町７番３８号 

富山市企画管理部スマートシティ推進課　（担当）城石、流 

Ｅ-mail：smartcity-01@city.toyama.lg.jp 

(5) 公募申請に係る合意 

事業者は参加申込書兼誓約書の提出を持って、本要領並びに別紙「富山市センサー

ネットワーク利用規約」（以下「利用規約」という）に同意したものとする。 

 

4. 質疑・応答 

(1) 質問書の提出方法 

「様式3　質問票兼回答票」に記入の上、E-mailにより提出すること。 

なお、メールの件名は「富山市センサーネットワークを利活用した実証実験公募に係

る質問」とすること。 

(2) 提出先 

〒930-8510 富山県富山市新桜町７番３８号 

富山市企画管理部スマートシティ推進課　（担当）城石、流 

Ｅ-mail：smartcity-01@city.toyama.lg.jp 

(3) 回答方法 

個別にE-mailにて回答する。また、他の申込者への公開が必要と富山市が判断したも

のについては、市ホームページに質問・回答内容を掲載する。 

 

5. 実証実験計画書作成の注意事項 

(1) 実証実験計画書（様式２）に記載すること。 

(2) 富山市センサーネットワークを利活用した実証実験提案であること（都市OSの利用の

みの実証実験も可とする）。 

(3) 富山市からの発注・支出を前提とする事業の提案は行わないこと。 

(4) 提案において、富山市センサーネットワーク上に保存するデータ領域、IoTセンサー登

録数及び1分間当たりのIoTセンサーからのデータ送信件数は事前に協議する場合が

ある。 

 



6. 審査方法等 

(1) 公募の採択にあたっては、実証実験計画書の内容、事業の実施能力等を審査する。 

(2) 公募への申し込みを行った事業者（以下「公募申請者」という）は、提出した実証実験

計画書について、富山市から追加資料の提出を求められた場合は、指定のあった日

時までに提出すること。 

 

7. 結果の通知、公開 

(1) 富山市は公募申請者に対し、申請書提出後２週間以内に公募採択結果を郵送等に

て通知する。 

(2) 採択されたものについては、市ホームページで公募件名並びに実証実験計画書を公

表する。 

 

8. 公募採択者向け説明資料 

富山市ホームページ（下記URL）に公募採択者向け資料を掲示するため、各自で参照す

ること。 

https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/seisaku/1010733/1010734/1011493/1003046.html 

 

9. 実証実験の実施 

(1) 実証実験環境の提供 

富山市は公募採択者に対し、順次、富山市センサーネットワークを実証実験環境とし

て提供する。また希望者には新規の実証実験に限り、富山市において事業内容を精

査の上、公共の福祉に利するものと認められるものについては、LTE-M用SIMカード

を２枚まで貸与するものとする。なお実証実験環境ならびにLTE-M用SIMカードの貸

与期間は特段の事情がない限り、令和9年2月26日（金）までとする。 

(2) 実証実験の事前準備 

公募採択者は実証実験の開始に際し、富山市が提示する資料に従って、使用する

IoTデバイスの情報やAPIの利用に係る情報を提出すること。 

(3) 実証実験の実施 

公募採択者は実証実験の事前準備完了から富山市による実証実験環境の提供が終

了するまでの間の任意の期間で提案した実証実験を行うこと。なお本公募に係る採択

は富山市センサーネットワークの提供に係るものであり、富山市が保有する他の施設

等を実証実験環境として使用する場合は、公募採択者自らが該当施設管理者と協議

すること。 

 

10. 実証実験結果の報告と公開 

(1) 実証実験結果報告書の提出 



実証実験結果概要書（A4サイズ1ページ程度）、実証実験結果報告書（A4サイズで4

ページから6ページ程度）を作成し、富山市へ提出すること。 

(2) 実証実験結果の発表 

富山市が開催する実証実験結果報告会にて上記の内容を報告すること。 

(3) 実証実験結果の公開 

実証実験結果概要書並びに実証実験結果報告書については、市ホームページ等で

の公開を予定している。 

(4) 定期的な実証実験進捗状況の報告 

富山市からの求めに応じて、実証実験の進捗状況を報告すること。 

 

11. 提出書類並びに著作権等の取扱い 

(1) 提出された書類等は、返却しない。 

(2) 実証実験計画書の著作権は、作成した者に帰属する。ただし富山市は、公募に係る

事務処理において必要があるときは、提出された書類の全部又は一部を複製すること

ができる。また富山市は、富山市情報公開条例（平成１７年条例第30号）の規定による

請求に基づき、提出された書類を第三者に開示することができる。 

(3) 採択された実証実験計画書並びに実証実験結果概要書、実証実験結果報告書につ

いては上記に加え、富山市がその一部または全てについて、要約や一部抜粋などの

軽微な修正を行えるとともに市ホームページ並びに本事業に係るその他広報活動等

で自由に公開できるものとする。なお要約や一部抜粋を超える修正等については事

業者と協議の上、決定するものとする。 

(4) 本実証実験により収集したデータの著作権は公募採択者に帰属する。公開または富

山市への提示により公募採択者の経済活動を妨げる恐れのあるデータ等について

は、富山市は情報の公開を求めない。ただし公募採択者の経済活動を妨げる恐れが

無く、個人情報等も含まないデータについては、公開またはオープンデータ化につい

て富山市と協議の上、積極的に提供するものとする。 

(5) 取得したデータについて、富山市より２次利用の申し入れがあった場合は、協議の

上、誠実に対応すること。 

(6) 公募採択者が収集したデータ等については本実証実験終了後、一定期間の後に富

山市が一括して富山市センサーネットワークから削除するものとする。富山市はデータ

を担保しないため、公募採択者の責任によって、必要に応じてCSV等で出力し保存す

ること。 

 

12. 申込資格 

次に掲げる全ての要件を満たす事業者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16 号）第１６７条の４第１項に該当する者でない



こと（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む）。 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に基づく富山市の入札参加資格基準

による入札参加の資格制限に該当しないこと。 

(3) 富山市入札参加資格停止措置要綱による入札参加停止、富山市工事請負契約等に

係る暴力団及び関係者排除措置要領による指名排除を受けていないこと。 

(4) 日本国内に存在する法人で、法人にかかる国税・地方税等について、滞納がないこと 

(5) 日本における法令（反社会勢力排除など）に準拠し、宗教活動・政治活動を主たる目

的とする法人・団体及び富山市暴力団排除条例に規定する暴力団関係企業等でな

いこと。 

 

13. 失格要件 

(1) 公募採択決定後に資格要件を満たさなくなった場合 

(2) 本要領における諸条件に違反した場合 

(3) 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

(4) その他、指示した条件に違反する等市長が不適当と認める場合 

 

14. 留意事項 

(1) 応募に要する一切の費用は、公募申請者の負担とする。 

(2) 公募採択者が本公募で得られた結果を広く広報する場合は、本公募で得られたデー

タである旨を明示すること。なお社内資料等で利用する場合は、明示は必須ではな

い。 

 

 

 

15. 問い合わせ先 

富山市企画管理部スマートシティ推進課　（担当：城石、流） 

電話　０７６－４４３－２００６ 

Ｅ-mail：smartcity-01@city.toyama.lg.jp


